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0 pt■高知県の受託業者
　（株）バックスグループ　

・◆退職（失

　こうちこうばいぷろじぇくとＰｒｅｓｅｎｔｓ合同窓口公売
会「ｔｈｅ Ｓｅｌｌｅｒ Ｖｏｌ.４」の開催日程が決定しました。
　この窓口公売会は、県内の自治体が合同で開催
しているもので、公有財産や、差押物件の売却を行う
ものです。開催日程や、入札方法は次のとおりです。
■開催期間　１０月１６日（月）～２０日（金）
■入札受付時間
・窓口入札　期間中の午前８時３０分～午後５時
・郵送入札　１０月１６日（月）～２０日（金）の午後５時
　　　　　　（最終２０日（金）午後５時必着）
・ネット入札　期間中の午前０時～午後１１時５９分
　物品の情報については、１０月に運営事務局の
ホームページなどにて発表します。
■入札場所
・ＷＥＢ上で指定する入札フォーム
・県内各市町村税務担当窓口（全３４市町村）
・県内各租税債権管理機構窓口（安芸・南国・

高幡・幡多）
・県内各県税事務所窓口（安芸・中央東・中央西・

須崎・幡多）
・郵送の場合は幡多租税債権管理機構へ（四万

十市中村山手通１９　高知県幡多総合庁舎３階）
　（主催）こうちこうばいぷろじぇくと
※高知県内にある債権管理機構で構成する窓口

公売推進のプロジェクト（令和４年４月１日発足）
　左記ＱＲコードには、ネット入札
　期間中以外はアクセスできません
　のでご注意ください。
○お問い合わせ
　こうちこうばいぷろじぇくと事務局
　幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構

　蕁３４―１３０１
　（平日午前８時３０分～午後５時　正午～午後１時除く）

合同窓口公売会が開催されます

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を
踏まえ、住民の皆さんの生活を支援する取組の１つと
して、住民税非課税世帯に対し、１世帯３万円の給
付を行っています。

【支給対象となる世帯】
　令和５年６月１日時点で黒潮町に住民登録がある
方で次のいずれかにあてはまる世帯
①世帯全員の「住民税均等割が非課税」の世帯
　対象世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「確
認書」が送付されています。手続きがお済みでない
方は、記載内容を確認しご返送ください。
※令和５年１月２日以降に転入した方がいる世帯は、「申

請」が必要です。
②令和５年１月以降の収入が減少し、「住民税非課

税相当」の収入となった世帯（家計急変）は「申請」
が必要です。
■提出書類　盧申請書
盪収入申告書（令和５年１月～申請月までで家計急

変となった任意の１カ月）
蘯給与明細など、盪の申告書の根拠となるもの
盻世帯主の本人確認書類（免許証、保険証など）
眈世帯主名義の振込名義のわかるもの（通帳、キャ

ッシュカードなど）

子育て世帯生活支援特別給付金
　子育て世帯への支援のため、児童１人あたり５万
円の給付を行っています。（令和６年２月末までに生ま
れた新生児なども対象）

【支給対象となる世帯】
　令和５年３月３１日時点で１８歳未満の児童（特別
児童扶養手当の対象となっている障がい児の場合、
２０歳未満）を養育する父母などで
①令和５年度の「住民税均等割が非課税」の方
■提出書類　盧申請書
盪世帯主の本人確認書類（免許証、保険証など）
蘯世帯主名義の振込名義のわかるもの（通帳、キャ

ッシュカードなど）
②令和５年１月以降の収入が減少し、「住民税非課

税相当」の収入となった方（家計急変）
■提出書類　※上記の盧～蘯に加え
盻収入申告書もしくは所得申告書
眈給与明細など、盻の申告書の根拠となるもの
　その他、不明な点は、下記までお問い合わせください。
○お問い合わせ
　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第２係

蕁５５―３１１２
　本庁 健康福祉課 福祉係　              蕁４３―２１２４

給付金のご案内

　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用して
いただけるよう毎年１０月に「行政相談週間」を設け、
各種の行事を行っています。黒潮町でも、上記の相
談所などで総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員
が相談をお受けします。
　国の仕事や手続き、サービスで困っていること、わ
からないことがあれば、お気軽にご利用ください。

　例えば、下記のようなお困りごとはありませんか。
・医療保険や年金のことを聞きたい
・国道の危険箇所を修繕してほしい
・手続や申請をどこにしたらよいか教えてほしい

○お問い合わせ
　総務省高知行政監視行政相談センター

　蕁０８８―８２４―４１００

10月16日（月）～22日（日）は、
行政相談週間です

i

　同センターは、認知症や障がいがあっても、
住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすこ
とができるよう支援する専門機関です。成年後
見制度などの権利擁護に関する相談受付、広報
活動や各種研修などを開催し、住民の皆さんの
権利を守るために活動しています。お気軽にご
相談ください。
■設置場所　社会福祉協議会　蕁４３―２８３５
■開所時間　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　（土日祝日・年末年始を除く）
○お問い合わせ 本庁 健康福祉課 福祉係

蕁４３―２１２４

黒潮町権利擁護センターくろしおi


